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１．研 究 目 的 

日本は 2014 年に国連障害者の権利条約に批准した。批准に向け、障害者基本法が改正

され、障害者虐待防止法、障害者差別解消法が制定されている。障害者総合支援法でも各

福祉サービスで利用者の日常生活での権利擁護が重視されている。本研究では、知的障害

者の権利擁護に焦点を当て、その観点と内容について明らかにし、課題について考察する。  

 

２．研究の視点および方法 

 法律及び先行文献の分析を通して、第 1 に知的障害者に対する権利擁護の観点を抽出す

る。第 2 に、現状の福祉サービス機関及びサービス利用過程を参考に、図のように権利擁

護システムを捉え、各構成要素における権利擁護の内容について整理する。 
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図．知的障害者の自立生活を支える権利擁護システム 

 

３．倫理的配慮 

日本社会福祉学会研究倫理指針に則って研究を実施した。 

 

４．研 究 結 果 

（１）知的障害者の権利擁護の観点  

法律の内容や先行研究（渡辺  2000 等）の分析より、知的障害者の権利擁護として重要

な観点は下記 4 点に整理できた。  

①尊厳あるケア：障害者虐待防止法等で定められているように、家族やサービス従事者な

どから虐待や不適切な対応を受けず、人として安心・安全に生活できるようケアされる

こと。 
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②障害者本人の参画・自己決定の尊重：ケアマネジメントといった福祉サービス利用過程

や、権利擁護システムに本人が参画すること。また、本人の自己決定が尊重されること。  

③プライバシーの尊重：障害者の個別性が尊重され、プライバシーが守られること。また、

個人情報が保護されていること。利用者どうしが互いの権利を尊重していること。  

④障害のない者との平等：国連障害者の権利条約にあるように、合理的配慮によって、差

別されず、障害のない者と平等に社会参加する機会があり、生活が保障されること。  

 

（２）権利擁護システム各構成要素における権利擁護の観点の内容  

表．権利擁護システム各構成要素における権利擁護の観点の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．考 察 

①尊厳あるケアのあり方については、虐待事件を契機に検討されているが、虐待や不適

切な対応の予防を含め、さらなる検討が必要である。②本人の参画・自己決定の尊重につ

いては、支援計画作成からの本人の参画、サービス評価、当事者活動組織によるセルフ・

アドボカシーの内容は十分明らかにされていない。現状では、障害者どうしによる③プラ

イバシーの尊重、及び権利侵害の予防についても十分な検討がなされていない。近年、入

所施設や親元からの自立生活が進められているが、単なる居住場所の移動ではなく、④障

害のない者との平等という視点から、障害者が自立生活をしているかも考察することが重

要である。以上より、今後は、上の表で示したように、権利擁護システムの各構成要素に

おける権利擁護の内容を包括して捉え、かつ本人や家族の高齢化を見据え成年後見制度の

利用も見通したシステムの体制整備について詳細な検証をする必要がある。  
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